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【主要取扱業務】 

・一般貨物自動車運送事業許可申請 

・巡回指導対策（運送事業） 

・第一種利用運送事業登録申請 

・産業廃棄物収集運搬業許可申請 

・建設業許可申請 

・自動車登録、出張封印、車庫証明申請 
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 気になるニュース  

 今月号は標準約款改訂、標準運賃新告示を取り上げないわ

けにはいかないでしょう。標準約款は荷待ち・荷役作業等の

運送以外のサービスの内容が明確化され、「積込み又は取

卸し等」が第３章として独立しました。書面交付、利用運送手

数料別建て規定、荷主への実運送事業者通知制度なども

追加されました。標準運賃は８％程度アップのものが告示さ

れました。２時間以上の待機時間は５割増など、運賃とそれ

以外の対価を別でもらうようになっています。４月１日から改

善基準告示で拘束時間等が短くなるので、運賃ＵＰ、賃金Ａ

ＵＰ、労働時間短縮で物流を維持していきましょう。  

年間１２項目の教育内容をほんの少しずつ掲載していきます。 

今回は安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車

の適切な運転方法についてです。 

ＡＳＶの技術が発達し、その恩恵にあずかってる人も増えてい

ますが、特性と限界を知っておく必要があります。ふらつき注意

喚起装置やレーンキープアシスト、車線逸脱警報装置など便利

な装置もあります。それにより長距離輸送の疲労は軽減されま

すが、実際にはその機能を過信して、運転席後方の荷物を取ろ

うと脇見運転となり、前方の渋滞に気付くのが遅れて５台を巻き

込む多重事故を起し死亡者も出た事例もあります。装置を過信

せずよく知り性能の限界も学んでおきましょう。 

 

 


